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１．はじめに
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第1回
審議会

２

①諮問
②つくばみらい市における

下⽔道事業・⼯事状況

①つくばみらい市における現状の分析

②経営⽐較分析表を基にした近隣団体の状況説明

③使⽤料改定諮問の背景

第2回
審議会

①経営戦略による今後10年間の⾒通し

②経営戦略を基にした使⽤料改定案

第3回
審議会



３

①会計の全体像

②具体的な改定に必要な情報と検討案のご提⽰

第4回
審議会

★具体的な改定案

①ボリュームゾーン及び、複数パターンのご提⽰

②改定パターンの決定

第5回
審議会



２．前回までの審議内容
（収⽀⾒通しと改定案）
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収⽀⾒通し
※⾦額については全て税抜

５



改定案A 20㎥/月 使用料3,000円

改定案B 20㎥/月 使用料3,200円

改定案C 20㎥/月 使用料3,400円

※⾦額については全て税抜

改定案A〜Cについて

決定
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類似団体との下⽔道使⽤料⽐較
類似団体区分（総務省）を基に、処理区域内⼈⼝が当市と近い団体と使⽤料を⽐較しました。

類似団体区分とは︖
各地⽅公共団体が⼈⼝規模の類似する他の団体と⽐較するための区分です。
つくばみらい市は現在「Cc1」に該当してますが、処理区域内⼈⼝区分内では上位に
位置しているため、次の区分である「Bd1」の下位⾃治体についても⽐較対象としました。

R4.4.1改定
2,800 → 3,220

R6.4.1改定
2,300 → 3,000

（税抜、単位︓円）
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類似団体との使⽤料体系の⽐較/⽉ ※⾦額については全て税抜

※東海村・那珂市・笠間市については、基本使⽤料2か⽉分

（単位︓円）
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３．改定案ご提⽰前の前提条件
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構成 区分① 区分② 負担の考え⽅

⼀部料⾦制 定額使⽤料⼜は
従量使⽤料

排⽔量に多寡にかかわらず定額を負担⼜は排⽔量に応じ
た負担

⼆部料⾦制

基本使⽤料 排⽔量の多寡に関わらず定額を負担

従量使⽤料

逓増型 排⽔量に応じて１㎥あたりの単価を乗じた額を負担排⽔
量に応じ単価が⾼くなる制度

逓減型 排⽔量に応じて１㎥あたりの単価を乗じた額を負担排⽔
量に応じ単価が低くなる制度

単⼀ 排⽔量に応じ１㎥あたりの単価を乗じた額を負担

下水道使用料体系は、各団体の条例で定められ、その体系は団体により異なる。

つくばみらい市では二部料金制で、従量使用料は逓増（ていぞう）型を採用している。

下水道使用料体系の検討

使用料体系の概要
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構成 体系の特徴

【⼆部料⾦制】

基本使⽤料
＋

従量使⽤料

〔基本使⽤料の特徴〕
・⼈⼝の増減の影響が少ない→経営安定化に優れている
・排⽔量の増減の影響が少ない→少量使⽤者は負担感⾼い

〔従量使⽤料(逓増制)の特徴〕
・排⽔量に応じた負担→使⽤者負担の公平性が図れる
・⼈⼝増減による影響が出やすい→経営の不安定さがある
・逓増制は政策的要素を含む→⼤⼝利⽤者の負担⼤

使⽤料体系の設定 ① 使⽤料対象経費の分解

使⽤料体系（基本使⽤料と従量使⽤料）の現状と特徴
・現在の基本使⽤料と従量使⽤料 ・使⽤料体系の特徴

下水道使用料体系の検討

80.3%
従量使⽤料
（変動）

19.7%
基本使⽤料
（固定）

（令和4年度実績）
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使⽤料対象経費
【維持管理費・資本費】

サービスを提供す
るために必要とな
るすべての経費

需要家費
使⽤⽔量に係わりなく、使⽤者
数に対応して増減する経費（検

針・集⾦関係）

固定費
使⽤⽔量及び使⽤者数に係わりな
く、施設の規模に応じて固定的に必
要とされる経費（減価償却費・⽀払
利息・⼈件費の基本給与等）

変動費
使⽤⽔量に応じて変動する経費（動

⼒費・薬品費等）

基本使⽤料
使⽤⽔量に係わらず⼀律に

徴収する使⽤料

従量使⽤料
使⽤⽔量に応じて⽔量区分
ごとに積算累計し徴収する

使⽤料

変動費は
全額従量使⽤料

各⽔量区分 に均等配賦

需要家費は
全額基本使⽤料に配賦

30 ％

70 ％

使⽤料体系の設定 ① 使⽤料対象経費の分解
マニュアル「下⽔道使⽤料算定の基本的考え⽅（2016年度版）」では、使⽤料対象経費を下表のように分解
し、それぞれの性質に応じて基本使⽤料及び従量使⽤料に配賦するよう⽰している。下⽔道事業は固定費が
⾼く、これをそのまま基本使⽤料にすると⾮常に⾼額になるので、⼀部を従量使⽤料で賄うように設計され
ている。（マニュアルでは30％と70％に設定）

下水道使用料体系の検討
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72.4%
従量使⽤料
（変動）

27.6%
基本使⽤料
（固定）

現状の基本使⽤料と従量使⽤料 使⽤料対象経費の分解後の原価内訳（総括原価）

前項のとおり
マニュアルに従った
費⽤の整理を⾏うと

・使⽤料徴収業務費⽤等

需要家費

変動費

・動⼒費、薬品費
・施設の維持管理費

70％
固定費

・減価償却費・⽀払利息
・⼈件費の基本給与等

30％

使⽤料体系の設定 ① 使⽤料対象経費の分解
下水道使用料体系の検討

改めて、令和４年度の決算値を分解すると、右図の結果になる。
現状の基本使⽤料と従量使⽤料の割合は、 基本使⽤料が不⾜していることが分かる。

80.3%
従量使⽤料
（変動）

19.7%
基本使⽤料
（固定）
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使⽤料体系の設定 ② 使⽤者群の区分

・全体使⽤者群の割合・調定データ（令和５年度）

下水道使用料体系の検討
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・使⽤料改定の検討パターンの前提条件について

前提条件

① 1か⽉あたり20㎥使⽤した場合の使⽤料を2,500円から3,000円に改定する。
（今後の経営の安定化のために必要な最低限の上げ幅）

② 全使⽤者の負担が公平になるように設定する。

③ 基本使⽤料と従量使⽤料の改定に伴う違いを⽐較、検証し最適なパターンを⽰す。

④ 公共下⽔道において令和12年度の使⽤料不⾜を解消する。
(経費回収率100％を⽬指す）

使⽤料体系の設定 ③ 使⽤料対象経費の配賦 ④ 使⽤料体系の設定
下水道使用料体系の検討
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４．具体的な改定案パターン
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前回は各⽔量区分の状況を加味せず、平均的な使⽤量単価の引き上げ案を明⽰しました。

今回はさらに詳細、且つ多⾓的な検証が必要なため以下の改定パターンを提⽰します。

パターン① 基本使⽤料のみ引き上げます（基盤は安定するが低量使⽤者にとっては⼤幅な⾦額上昇）

パターン② 基本使⽤料を上げず低量使⽤者を重点的に引き上げます（基本使⽤料の代替案）

パターン③ 基本使⽤料を上げず全体のバランスを⾒て引き上げます（基本使⽤料の代替案）

パターン④ 全体の底上げに繋がる基本使⽤料の改定を⾏い、他の料⾦帯を均等に引き上げます

下⽔道使⽤料の改定検証
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使⽤料改定の影響
改定後は各世帯で1か⽉あたり下記の負担増となることが⾒込まれます

改定検証に伴う改定案

パターン①

例︓1か⽉の下⽔道使⽤料が3,900円だった⽅
（旧使⽤料⾦帯で30㎥利⽤）

 1か⽉の下⽔道使⽤料が4,400円

基本使⽤料のみ引き上げます
（基盤は安定するが低量使⽤者にとっては⼤幅な⾦額上昇） １８



改定後は各世帯で1か⽉あたり下記の負担増となることが⾒込まれます

改定検証に伴う改定案

パターン②

例︓1か⽉の下⽔道使⽤料が3,900円だった⽅
（旧使⽤料⾦帯で30㎥利⽤）

 1か⽉の下⽔道使⽤料が4,600円

基本使⽤料を上げず低量使⽤者を重点的に引き上げます
（基本使⽤料の代替案）

使⽤料改定の影響
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改定後は各世帯で1か⽉あたり下記の負担増となることが⾒込まれます

改定検証に伴う改定案

パターン③

例︓1か⽉の下⽔道使⽤料が3,900円だった⽅
（旧使⽤料⾦帯で30㎥利⽤）

 1か⽉の下⽔道使⽤料が4,600円

基本使⽤料を上げず全体のバランスを⾒て引き上げます
（基本使⽤料の代替案）

使⽤料改定の影響

２０



改定後は各世帯で1か⽉あたり下記の負担増となることが⾒込まれます

改定検証に伴う改定案

パターン④

例︓1か⽉の下⽔道使⽤料が3,900円だった⽅
（旧使⽤料⾦帯で30㎥利⽤）

 1か⽉の下⽔道使⽤料が4,500円

全体の底上げに繋がる基本使⽤料の改定を⾏い、
他の料⾦帯を均等に引き上げます

使⽤料改定の影響
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下⽔道使⽤料の改定検証結果① 使⽤料配分

パターン①・④の場合、基本使
⽤料の割合が増加し、マニュア
ルで⽰す数値に近づく。
パターン②・③の場合、現⾏よ
りも従量使⽤料で賄う割合が増
加する。
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下⽔道使⽤料の改定検証結果② 収⽀・経費回収率

＜公共下⽔道＞
パターン①を除いて、
いずれも令和12年度
には、使⽤料不⾜が

解消するよ︕
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いくつかの使⽤料改定パターンを想定した結果
下⽔道使⽤料の設定に際して、本来の使⽤料体系

の在り⽅や現状、また、今後の福岡⼯業団地におけ
る企業の操業等を加味し、多⾓的に検討を進めてき
ました。

これらを踏まえて「パターン④」の改定を、
事務局から提案いたします。

公共下⽔道の経費回収率が令和12年度に100％と
なることで⽬標を達成し、かつ、各従量使⽤料への
加算が均等であること。
また、基本使⽤料の割合が本来の形に近づいたこ

と、そして、使⽤者全体で負担を按分することを是
とし、上記を提案いたします。

２４



５．審議会スケジュール
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審議会スケジュール
つくばみらい市 審議会開催⽇・審議内容

回数 開催⽇ 審議内容

第1回審議会 令和5年12⽉6⽇ 諮問

第2回審議会 令和6年2⽉27⽇
本市下⽔道事業の現状
経営⽐較分析表を基にした近隣団体の状況説明
下⽔道使⽤料改定の背景

第3回審議会 令和6年5⽉29⽇ 経営戦略による今後10年間の⾒通し
経営戦略を基にした使⽤料改定案

第4回審議会 令和6年7⽉24⽇ 会計の全体像
具体的な改定に必要な情報と検討案のご提⽰

第5回審議会 令和6年9⽉24⽇ ボリュームゾーン及び、複数パターンのご提⽰
改定パターンの決定

第6回審議会 令和6年10⽉23⽇ 答申案の明⽰
２６


